
豊岡市スポーツ協会表彰規程内規 

 

第１ この内規は、豊岡市スポーツ協会表彰規程第２条の規定に基づき、表彰の種類と資

格について、必要な事項を定めるものとする。 

第２ 表彰の種類と資格は、次のとおりとする。 

（１）スポーツ功労賞 

① 役員功労 

加盟団体の役員（会長・副会長・理事長・事務局長・理事・評議員・監事等）と

して、１０年以上の在任年数を有する者。なお、在任年数に１年未満６ヶ月以上

の端数がある場合は、これを１年とみなす。 

② 指導者功労 

   加盟団体の指導者（員）として１０年以上指導に携わり、功績顕著な者。 

③ 代表選手功労 

加盟団体等の代表選手として１０年以上（通算１０回以上）但馬大会以上の大

会に選手として出場した者。 

④ 候補者の推薦は、１年度１団体につき２名以内とする。 

    ⑤ 受賞は、１人１回限りとする。 

    ⑥ 候補者の年齢規定は、原則として設けないこととする。 

（２）優秀選手賞  

    ① 兵庫県大会において、優勝した者。 

    ② 近畿大会において、３位以内に入賞した者。 

    ③ 上記以外でも全国大会に出場し、優秀な成績を収めた者。 

    ただし、豊岡市コウノトリ賞、豊岡市スポーツ賞を受賞した者は除く。 

    ④ 原則として、個人の場合は、本市に在住するものとする。ただし、学生はこの限

りではない。 

    ⑤ 受賞は１人１回限りとする。ただし、受賞年度を上回る成績を収めた場合はこの

限りではない。 

  ⑥ 対象となる大会は、表彰を実施する年の前年の１１月１日からその翌年の１０月

３１日までの間に開催された大会。ただし、会長が適当と認める大会にあっては、

この限りでない。 

（３）その他理事会で功績顕著と認められるもの。 

     

附 則 

この内規は、平成１８年４月１日から施行する。 

この内規は、平成２３年４月１日から施行する。 

この内規は、令和４年６月１日から施行する。 

この内規は、令和７年５月１３日から施行する。 


